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平成２４年度 第４回北部地域医療連携部会 議事録 

 

１ 日 時 平成２４年９月１８日（火） 午後３時～４時 

 

２ 場 所 市川三郷町役場１階会議室 

 

３ 出席者（敬称略） 

     （委員） 久保眞一（市川三郷町長）部会長 志村 学（富士川町長） 

          溝部政史（西八代郡医師会長）  小野正貴（南巨摩郡医師会長） 

          河野哲夫（市川三郷町立病院長） 中島育昌（社会保険鰍沢病院長） 

          小川伸一郎（峡南病院長） 

（アドバイザー） 

          佐藤 弥（山梨大学大学院地域医療学講座教授） 

     （事務局）医務課 田中課長、山本地域医療監 他３名 

峡南保健福祉事務所 清水所長 他２名 

 

４ 議 題 

（１）峡南北部地域における医療連携案について【まとめ】 

（２）施設・設備の整備方針について 

（３）その他 

 

５ 議 事 

（１）峡南北部地域における医療連携案について【まとめ】 

   ○議長 

さっそくでございますが、議事に入らさせていただきます。 

議事の１、峡南北部地域における医療連携案について、事務局より説明をお願いし

ます。 

 

   ○事務局 

議案１資料、峡南北部地域における医療連携案について、をもとに説明をさせてい

ただきます。 

ただいま議長からご案内があったとおり、８月１０日、前回の部会におきまして、

県から医療連携案について提案をさせていただき、一旦、持ち帰っていただいたとこ

ろでございます。本日は、その意見集約状況をお聞きするところから始めたいと思っ

ておりますが、一ヶ月以上の期間が空いておりますので、前回の提案の要旨を抜粋と

いう形でまとめてございますので、一緒にご覧になっていただきたいと思います。 

まず、議案１資料の３ページでございます。医療連携の基本方針でございますが、

各病院の適切な役割分担に基づく高度な医療連携を進めることにより、急性期から慢

性期、在宅医療に至るまで地域全体で切れ目無く必要な医療が提供できる、地域完結

未定稿 
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型医療の実現を図る、これを基本方針とさせていただきたい、と提案させていただき

ました。  

４ページをご覧ください。医療連携の基本目標として６つの目標を掲げさせていた

だいております。地域の救急患者の受入を断らない。地域内である程度、高度で専門

的な医療が受けられる…等でございます。その上で各病院の役割分担として、疾病段

階に応じた役割分担、急性期医療を主に分担する病院として基幹診療型病院、急性期

以外の医療を主に分担する病院として総合診療型病院とケアミックス型病院、このよ

うな類型に分けていくのが望ましいという提案をさせていただきました。 

続きまして６ページですが、それぞれの病院の役割分担をどの類型に当てはめてい

くか、ということを施設の状況や立地特性等を勘案し、評価させていただき、７ペー

ジでございますが、市川三郷町立病院を総合診療型病院、社会保険鰍沢病院を基幹診

療型病院、峡南病院をケアミックス型病院として、それぞれの役割分担に基づく機能

強化を図り、各病院の強みを生かした高度な医療連携を進めていくことが適切である、

と結論づけさせていただいております。 

８ページから１０ページまでは、各病院の医療提供体制についてということで、８

ページは医師数の目標値、９ページは病床数及び看護師配置数の目標値、１０ページ

は診療科の目標値をそれぞれ掲げさせていただいております。内容については、すで

に説明させていただいたとおりでございますので、省略させていただきます。 

１１ページをご覧ください。望ましい経営形態として、２つの案を併記してお示し

してあります。第１案は経営統合でありまして、この案は、市川三郷町と富士川町が

共同で設置する一部事務組合または地方独立行政法人の下に、市川三郷町立病院と社

会保険鰍沢病院の経営を統合するものでございます。第２案として、共同管理でござ

いますが、この案は、市川三郷町と富士川町が共同で指定管理者を指定し、当該指定

管理者の下に、両病院の一体的運営を行うものでございます。いずれにいたしまして

も、経営統合または高度な医療連携を前提といたしまして、富士川町が社会保険鰍沢

病院をまず買収することが必要となります。この必要経費につきましては、地域医療

再生基金により支援をさせていただく、ということを前提に考えてさせていただいて

おります。  

次に１２ページ、１３ページでございます。役割分担及び医療提供体制の見直し、

さらに望ましい経営形態、一体的な経営を行うと仮定した場合の医業収益、医業費用、

並びに医業利益を推計させていただいております。１２ページの中程でございますが、

医業利益でございます。収益から費用を差し引いたものは現状において４億円程の赤

字になっておりますが、２６年度に７千万円余りの黒字に転換し、その後、黒字幅が

増加するという推計をさせていただいております。１３ページにその経年の数値を掲

げさせていただいております。１３ページの下のグラフですが、一番上の折れ線グラ

フは、施設別に見た時の鰍沢病院のみの医業利益でございます。一番下の折れ線グラ

フは、施設別に見た時の市川三郷町町立病院のみの医業利益でございます。真ん中の

折れ線グラフが、両施設を一体的にした場合の医業利益ということでございまして、

１２ページの中程で見ていただいたものは、この真ん中の折れ線グラフを表したもの、

とご理解をいただきたいと思います。 
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１４ページ、１５ページは、今まで提案させていただいた内容を、まとめという形

で２ページに渡って括らさせていただいておりますので、簡便に見ていただく時にお

使いいただきたいと思います。 

以上が、前回提案させていただきました内容でございまして、この後、両町におけ

る意見集約状況をご報告いただきたいと思っておりますが、関連して、出前説明会を、

この間開催しておりますので、その開催実績について、併せて説明させていただきた

いと思います。 

お手元に配布させていただいた、「出前説明会の開催実績について」という資料をご

覧ください。この出前説明会は、地域の多くの方々に峡南北部地域の医療連携につい

て理解と関心を深めてもらうために、私どもが地元へ出向かさせていただいて、住民

の方々に直接説明する機会として開催したものでございます。住民の皆様からご要望

いただいた８つの地区において、８月２１日から開催させていただき、延べ３７４人

の住民の方のご参加をいただいたところであります。開催実績は、１枚目のとおりで

ございます。その際、参加者を対象として、アンケート調査を実施させていただきま

した。その概況を２枚目にまとめてございますので、ご覧いただきたいと思います。 

３７４人のうち、回答をいただいた方は７２人でございます。自由回答方式で３つ問

いをお願いしております。問１が、峡南北部地域における医療連携の必要性を問うも

の。問２が、県の提案に対するご意見やご感想。問３が、今後医療連携を円滑に進め

ていくために、どのような取り組みが必要か、という３点でございます。 

問１の、峡南北部地域における医療連携の必要性についてでございますが、これは

択一式ではございませんので、傾向というところで、分類をさせていただきました。 

医療連携の推進に肯定的な意見を頂戴したのが４４人の方、医療連携の推進に否定的

な意見をお持ちの方が９人の方、その他の方が１９人となっております。主な意見を

説明させていただきます。推進に肯定的な意見の方ですが、救急医療を安心して受け

られるようにしてほしいという意見や、医療連携は最低の条件であり必要だと思う、

といったような声がございました。また、医療連携の推進に否定的な意見の方の中に

は、小さな自治体が病院を持つことは危険であり、国保を圧迫することにしかならな

い、といった意見、あるいは、問題は医師不足にあるため、医療連携では何の解決に

もならない、といった様なご意見を頂戴しました。その他のご意見として、足腰が弱

い方、病院の間を行き来することが難しいので、バスで行けるようにしてほしい、と

いう声を多くの方からいただきました。また、両町の代表者の方々が、町民の医療に

対してどう考えているのかを知りたい、というお声もありました。 

問２の、県の提案に対する意見や感想でございます。県の提案に肯定的な意見が３

８人、否定的な意見が１２人、その他の意見２２人という傾向になっております。 

肯定的な意見の中で主な意見としては、３病院で一つの総合病院の役割を果たしてい

くという提案に賛同するというもの、あるいは、３つの病院が一つになるのは当たり

前のこと、今のままでは３つとも潰れていく、というご意見もございました。県の提

案に否定的な意見の中には、市川三郷町立病院にとって、利益が尐ないと感じるとい

ったような意見、また、医師確保等の具体的方策が乏しい、赤字ありきの方策は町民

にとって不安である、といったような意見が寄せられました。その他の意見としまし
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て、経営統合と病院自体の改廃が混同されている、あくまで経営を統合するという観

点が理解されるように望む、といった意見、また、ランニングコストを考えると、非

常に難しい案件で、答えが出しがたい、といったようなご意見、県の提案をもとに、

両町で議会を通して決定していくのが良いのではないか、というご意見をいただきま

した。 

問３でございます。今後に必要な取り組みということで、主な意見を説明させてい

ただきます。各町が折れるところは折れ、取り入れるところは取り入れる、こういっ

た方向で検討して欲しい、ということ。また、問題点を深く掘り起こしてほしい、と

いうご意見もいただきました。さらには、リニア開通に伴う、長々期の医療を考えて

いただきたい、さまざまなメディアを活用し、住民への広報が必要、といった意見、

両町だけでは限界があるので、県が中心になって進めて欲しい、というご意見、医者

が来てくれる病院にしていくために、町の住民も努力していきたい、といったような

ご意見もいただきました。 

回答者の属性を一番下の方に掲げさせていただいておりますので、参考にして頂き

たいと思います。 

以上が前回のおさらい、それから出前説明会の開催実績についての報告でございま

す。後ほど、意見集約状況等をご論議いただければと思います。よろしくお願いいた

します。 

 

○議長 

ただ今、峡南北部地域における医療連携案のまとめについての説明と、出前説明会

の開催実績についての報告、それからアンケート調査の結果についても詳しく説明を

いただきました。 

事務局の説明が終わりましたので、ここで素案に対する両町の意見集約状況につい

て報告をいただきたいと思います。 

 

○委員（富士川町） 

県主導で、これまで医療連携案を作り上げていただきましたことに、敬意と感謝を

申し上げたいと思います。富士川町では、これまでの第１、第２回の内容につきまし

て、私の方から議会の方へ説明してまいりました。第３回に、素案が概ねまとまって

まいりましたので、この中身につきましては、県の出前説明会を活用する中で、議会

の方へ説明していただき、私の方では９月３日から１１日まで町内６箇所、行政区１

６ありますけれども、その１６を対象に２回目の地区懇談会を開催いたしました。説

明内容は、県の素案の中身、これまでのまとめでございますけれども、そういうこと

をしながらやってきました。約３００名の町民の皆さんにご参加をいただきながらし

てまいりました。今、県の方から出前説明会での意見について報告がありましたが、

こちらも概ね同じような意見でありました。地域の病院が無くては困る、医療をしっ

かりしてほしい、また、病院があるだけでも住民は安心できるので、こうした医療を

確保して欲しいという声が強かった一方で、一緒になってやっても赤字が続くのでは

困るとか、今後はしっかりした医療ができるのかという、懸念をする声もいただいて
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おります。 

富士川町としては、こうした意見を踏まえ、議員さんにも出てもらっておりますの

で、本日の協議には間に合わなかったわけではありますが、これから９月中か１０月

第一週を目途に、富士川町としての最終結論を出していきたい、と考えております。

私も、第１回の地区懇談会の席で、こういう条件が揃ったら取得に向けての検討して

いきたい、と言う説明を住民の皆さんにもしてきました。今回、県の示していただい

た医療連携案につきましては、概ねそれらが網羅されておりますので、議会とともに

取得について検討し、最終結論を出していきたい、とこのように考えております。 

 

○委員（市川三郷町） 

市川三郷町の意見集約の状況でございますが、議会の特別委員会に県に出席をいた

だきまして、県の素案につきまして説明をしていただきました。その後、特別委員会

の中で、病院経営統合について議論をいただいたところでございますけれども、基本

的に、現在も町立病院を持っている町として、総合診療型病院という提示がございま

したので、この総合診療型病院の機能について、かなり踏み込んだ検討をしていただ

いているところでございます。 

結果的には、９月１２日に行った特別委員会では意見集約に至らず、次回の特別委

員会で、さらに検討しよう、ということで終わっておりますけれども、いくつかの県

の素案に対する質問につきまして、改めて、質問項目を提示して、県の回答をいただ

く…それを経て、特別委員会で、さらに検討検証していくという方向になっておりま

す。 

いくつかある中で、出前講座でもあったんですけれども、各病院への医師の増員、

医師数につきましてですが、案では努力目標という言葉が使われていることに、非常

に心配が広がっているわけでございます。何らかの、例えば、医大に確認している、

とか、もう尐し踏み込んだ、印象として確実な計画であることを表現することも必要

ではないか、ということも感じたところであります。それから、医師の増員の中で、

指導医の先生と研修医の先生の割合というか、比率についても、案の中で、何らかの

形を示すことも必要だろうと思っております。また、回復期のリハビリ医師を医大か

ら、ということですが、これが実現可能なのかどうかなど、個々の事柄について質問

させていただき、回答を得て、さらに検証し、結論を得ていくということでございま

す。 

いずれにしましても、今月中くらいには、今、議会中でございまして、これを含め

ながら、議会特別委員会で検討をしていただき、意見集約ができる状況になるのでは

ないか、というふうに思っております。以上のとおり、結論としましては、現時点で

は、意見集約には至っておりません。 

 

○議長 

両町からの意見集約の状況の報告がありました。 

議事１、峡南北部地域における医療連携案につきまして、両町の意見集約状況、あ

るいは報告を踏まえ、ご意見あるいはご質問等ごさいましたら、委員の皆様、よろし
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くお願いします。 

   

   ○委員（富士川町） 

富士川町もこれから最終決断をしていくということになるのですが、県の示した案

の中に、案１、案２というものがあります。案１が経営統合、案２が共同管理となっ

ていますが、この辺については、県の案の大枠がこれでいけるかどうか、とことで、

案１を取るか、案２を取るか、というところは、両者が合意に達した段階で、県に入

ってもらい、両者で協議をして決める…ということで、今のところ、案１がいいか、

案２がいいか、というところまで行ってしまうと、目標を失ってしまうような気もい

たしますので、目標として、県の医療連携案、これに乗れるかどうか、というところ

を富士川町とすれば、当面、出していきたい。そして、その後、どういうふうにして

いくかというのは、市川三郷町さんと県、医大にもご協力をいただきながら、最善の

方策を見い出していけば良い、と思っておりますので、次回までには結論を出すつも

りではおりますけれども、案１とか案２とか、そこまでは出てこなくて、概ねこの案

で行きたいとか、そんなふうに出して行ければいいと思っております。 

 

○議長 

それ以外にありますでしょうか。 

特にご質問等無いようでございますが、議事の１、峡南北部地域における医療連携

案につきましては、本日の協議では、本部会として、意見を取りまとめるまでには至

らないものと思われます。 

事務局から何かございますか。 

 

○事務局 

事務局から何点か説明をさせていただきます。 

来年度いっぱいまでで、地域医療再生基金を使わなければいけないということがあ

りまして、予算編成上の話ではありますが、１０月の半ばくらい、次回の部会までに

は各町内の合意形成をいただけるように、是非ともお願いをしたいと思います。もち

ろん、いただいております質問については、速やかに県から回答させていただきます。  

次回の部会が合意形成の最終の機会だと考えておりまして、それまでに結論が得ら

れないという場合は、この医療連携の取り組みに係る再生計画の事業は、不執行とせ

ざるを得ないと考えております。その場合、関係事業に充てることとしている交付金

は、国に返還することになりますので、ご了承いただきたいと思います。 

もう一点、最後ですけれども、時間的な制約がかなりありまして、本日、医療連携

の案、さらに経営統合、共同管理、その他の部分について、まだ両町の意見の一致を

みていないところです。ただ時間がないということで、もし仮に、両町が合意形成を

いただいたとすれば、具体的にこうします、というところを並行して進めなければな

りませんので、本日、議案の２という資料を用意させていただいておりますけれども、

その議案の２で、具体的な施設整備の整備方針につきまして、これから説明をさせて

いただいて、協議をしていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 
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○議長 

事務局から、次回の部会が、合意形成の最終の機会であるとの説明がありました。

各委員からのご意見等踏まえ、再度、両町において意見集約を行い、次回の部会で

最終結論を得たいと思いますが、よろしいでしょうか。（全委員が同意） 

それでは、議事の１、峡南北部地域における医療連携案につきましては、この方向

で進めることといたします。 

次に、今、事務局から話がありました議事の２、施設・設備の整備方針について事

務局から説明をお願いします。 

 

（２）施設・設備の整備方針について 

 ○事務局 

それでは、議案資料の「施設・設備の整備方針について」をご覧ください。  

３ページから説明させていただきます。 

施設・設備の整備に当たりまして、４つの基本的な考え方に基づき、対応してまい

りたいと考えております。 

１点目は、施設・設備の整備そのものでございますが、各病院の役割分担に基づき、

強化すべき医療機能の方向に沿いまして、必要な施設・設備の整備を図ってまいりま

す。これが大原則になります。この各病院の役割分担及び強化すべき医療機能につい

ては、前回の部会でお示ししてありますので、ご参考にしていただきたいと思います。  

２点目でございます。社会保険病院の譲り受けに関してでございます。経営形態の

見直しに向け必要となる社会保険鰍沢病院の譲り受け経費について、必要な施設・設

備整備費に含めてまいりたいと考えています。  

３点目でございます。連携強化戦略の具現化でございます。これは、２回の部会で

お示しした、各病院の連携強化に向けた戦略、この中に、山梨大学の地域医療研修セ

ンターとしての機能整備を行うこと、また、ＩＣＴを活用した診療情報システムの整

備を実現するための取り組みについて、提案させていただいております。こういった

事業に係わる経費についても射程に入れながら、具体的な検討を進めてまいりたい、

と考えております。 

４点目でございます。これは、出前説明会でも要望の多かった事項でございますが、

患者の利便性の確保といたしまして、役割分担や経営形態の見直しに伴いまして、こ

れまでと異なる病院に通院することとなる患者の利便性を確保するため、巡回バスの

運行についても併せて検討することとさせていただきたいと思います。  

以上、４つの基本的な考え方に基づきまして、施設・設備の整備方針を４ページの

表に基づいて説明させていただきたいと思います。項目として、先ほど見ていただい

た４つの項目、施設・設備の整備、社会保険病院の譲り受け、連携強化戦略の具現化、

患者の利便性の確保、を設定させていただいております。１つ１つ申し上げます。 

施設・設備の整備に関しましては、市川三郷町立病院、社会保険鰍沢病院及び峡南

病院がそれぞれの役割分担に基づき医療機能を強化するために必要とする施設・設備

の整備を行うものでございます。この具体的な整備内容につきましては、今後、各病
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院等と調整をさせていただきたい、と考えております。  

２点目の社会保険病院の譲り受けにつきましては、社会保険鰍沢病院を年金・健康

保険福祉施設整理機構、いわゆるＲＦＯから買い取るための事業でありまして、これ

は、富士川町から国に譲渡要望を提出していただくことから始めさせていただきたい

と思っております。この２つの事業に対しまして、計画事業費を、現時点で７億円割

り当てさせていただいております。これは、脚注として欄外に注意書きを書かさせて

いただいておりますが、計画事業費は現時点のものでございまして、今後、地域医療

連携協議会において調整を行う中で、増減する可能性がございます。  

３点目の連携強化戦略の具現化でございますが、これは山梨大学の地域医療研修セ

ンターを設置するとともに、山梨大学医学部附属病院を含む病院間におきまして、円

滑に医療情報のやりとりができるようにする、ということで、これは、山梨大学と社

会保険鰍沢病院、市川三郷町町立病院の３つの病院の間で、イメージとしては、同一

の電子カルテの様なものを運用することによりまして、医師がストレス無く、迅速・

円滑に診療情報のやりとりができるようにする、という体制を整えさせていただきた

いと思っております。これは山梨大学に寄附講座を設置する事業の一環として実施さ

せていただきたく、計画上は２億４千万円の一部を充てさせていただきたいと考えて

おります。  

患者の利便性の確保でございますが、病院間を行き来する巡回バスの運行計画を策

定し、必要な機材等を整備するものでございます。今後、運行経路、運行ダイヤ等を

検討のうえ、必要な機材等を整備させていただきたいと思います。機材は、必要に応

じて、今後検討してまいりますが、例えば、バスの車両でございますとか、バス停の

機材、といったことが考えられます。 

以上が、施設・設備の整備方針でございまして、現時点ではまだ大づかみでありま

すが、今後、各病院、関係機関と調整する中で、具体的な整備事業内容を固めてまい

りたい、と考えております。  

施設・設備の整備に係る今後のスケジュールを５ページの図を使って説明させてい

ただきたいと思います。まず、施設・設備の整備でございますが、この秋から年度内

をかけて予算調整、いわゆる予算の編成を行いまして、来年度、１年をかけて予算を

執行させていただくこととしまして、この中で、必要な施設・設備の整備等を行って

まいりたい、と考えております。社会保険病院の譲り受けに関しましては、両町の合

意等ができしだい、富士川町の方から厚労省に対して譲渡要望を提出していただき、

価格面等の交渉にあたっていただきたい、と考えております。できれば、年度内に契

約を締結し、来年度１年を引渡準備にあて、来年度末に引き渡し、という形を取らせ

ていただきたいと考えております。新たな経営形態への移行でございますが、この年

度末から来年度上半期をかけ、この間に一部事務組合又は地方独立行政法人を設置す

るか、あるいは指定管理者を選定し協定を締結する、ということをお願いしたいと考

えております。法人の設置に関しまして、星印が付いていますが、脚注に断り書きを

書かせて頂いております。平成２４年度内に、一部事務組合であれ、地方独立行政法

人であれ、新たな法人が設置される場合は、当該法人がＲＦＯからの買い取り主体と

なる可能性がある、と考えております。来年度下半期を、新規開院準備にあてさせて
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いただき、平成２６年４月１日を新規開院、と考えさせていただきます。 

最後に、地域医療研修センターの設置でございます。これは連携強化戦略に位置付

けた事業でございますが、早ければ来年春に地域医療研修センターを設置していただ

き、山梨大学から医師を派遣していただきながら、臨床研修事業を実施していただき

たい、と考えております。この事業につきましては、新規開院となる平成２６年４月

以降に、本格的に事業実施となる運びでありますが、先行的に地域医療研修センター

を設置し、事前の準備を行っていただくこととしまして、このため、派遣していただ

く医師に関しましては、いわゆる先遣隊の様なものと考えております。これは、山梨

大学のご協力が無ければできないことですので、私どもの一存というわけにはまいり

ませんけれども、この方向で是非ご協力をいただきたい、と考えております。 

以上が、施設・設備の整備に関する基本的な考え方及び整備の方針と、今後のスケ

ジュールということでございます。県の提案がご了解いただけた上での話ということ

にはなりますけれども、並行して議論を進めてまいる必要がございますので、今回、

ご協議いただきたい、と思っております。よろしくお願いいたします。  

 

○議長 

ただ今、事務局からの説明が終わりました。 

議事２、施設・設備の整備方針につきまして、委員の皆様のご意見、ご質問等ござ

いましたら、お願いをいたします。 

 

   ○委員 

北部地域の医療連携の基本的なスタイルは決まった、と私は考えています。ただ、

この施設・設備に係る今後のスケジュールの問題ですが、基本的に鰍沢病院がどうな

るかという決定もできていない、あるいは経営の方針もまだ出来ていない段階にあり

ますけれども、何よりも、まず医師の確保ということが基本的な条件だろうと思いま

す。この際に、山梨大学の方で、どの程度こういう話し合いが行われているのか、一

度お話を伺ってみたらどうか、と考えています。 

 

○議長 

よろしいでしょうか。お願いします。 

 

   ○アドバイザー 

医師の派遣に関しましては、どの段階においても、段階というのは、こちらの受入

れ体制が確定しない限りはということですが、どこの大学であろうと機構であろうと、

確定的なことは一切言えないと思います。本学としては、病院長、副病院長、基幹と

なる外科系の教授等とは打合せをしております。尐なくとも、一般論として、現在の

段階では、私どもとしては、両町の病院へ、かなりの医師を出身大学として派遣して

おりますので、どちらか一方へ肩入れすることはできません。ですから、どちらかか

ら片方に出してくれ、と言われても、それは無理だということは、始めから申し上げ

ています。 
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ただ、この様な形で、２つの病院といっても１つの運営に近い状態で行うとすれば、

また、医師の流動性を高める、ということをやった場合には、という条件付きですけ

れども、その際には、最大限の努力という言い方しかありませんけれども、医師の派

遣について考慮させていただきたい、というのが１点。具体的には、現在もそうです

けど、鰍沢病院の方には、今まで非常勤職員を細切れに出しておりましたけれども、

多分１日半の形で３人ほど追加していますが、それが現実的な路線です。 

それから２点目ですけれども、地域医療研修センターについてですが、実はもうポ

ストを作ってありまして、派遣というか、そこに常駐していただくポストの準備がし

てある状態です。僕の部下ですから、准教授のポストを用意してありまして、本来で

あれば、早めに決めたいのですが、状況がわかりませんので、今は、保留しています。

ですから、この意見集約がほぼ確定した段階で、どういう方という条件を付けて、公

募をかけたいと思っていましたので、特に、地域医療、総合医療をできるドクターを

指導医として迎えたい、と思っています。２５年４月からの話については、初期臨床

研修医の２年目に関しては、必ず地域医療を１ヶ月以上やらなければならないので、

本当はすればいいのでしょうが、入った段階で決めておかないといけないので、現段

階では２５年４月からすぐに出す、というのは確約はできません。ただ、途中で研修

先を替えるということで、行きたいという研修医がいれば、非常に良い形での研修が

できると思いますので、先を見越して派遣させていだきたいと思いますし、２６年以

降、地域枠の学生が卒業いたしますので、その学生達の初期臨床研修には、是非とも

こういう形の研修病院として、年間を通じて、細切れにはなりますけれども、１ヶ月

ないし２ヶ月単位でずっと連携して、１人ないし２人、先ほどの質問にちょっとあり

ましたが、現段階で保証できるのは、１名の指導医枠、このドクターはずっとこちら

にいることになりますが、指導医１名に対して研修医１名ないし２名、というくらい

に手厚くやって行かないと難しいと思っています。 

それから３点目ですけれども、山日新聞に出ましたのでご存知かと思いますが、産

婦人科の分娩に関しては、峡南地区、峡北地区ともに全く分娩するところがございま

せん。産婦人科の教授とも話しましたが、是非とも、今、塩山で行われているような

検診をできるだけこの地区で行っていただいて、分娩だけは、産科医が増えるまでは、

大学ないしは市立甲府病院で行うという形を取るなど、峡南・峡北という言葉が明確

に出ていると思いますけれども、そういうことでいろいろな面で対策というか、この

地区の医療を改善しよう対応しているということだと思います。 

この資料の数字につきましては、病院長をはじめ見ておりますので、医師の数につ

いても確定的な人数として、絶対出しますとまでは言えませんが、これに向かって行

く、というのが１点。ただし、やり方によって、内部をできるだけ流動的にした方が

現実に合った形にできるのではないかと考えておりますので、尐なくとも、現在いる

ドクターの数をベースにした形で考えておく、ということ。それから、尐なくともプ

ラスアルファで数人は確保しているということ。本来であれば、ここで何人大丈夫で

す、と言いたいのですが、大勢が固まっていない以上、確実にお答することは出来ま

せんし、約束しても、来る人間が嫌だと言えば、そこでダメですし、そこのところを、

大学と両病院、峡南病院も含めて協力する形で、何とかやっていきたいと思っており
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ます。ですから、確定していない状態なので、各診療科長や所属するドクターに対し

て、どうですか？という話はまだしておりませんが、尐なくとも、共同でやるという

県の提案どおりに進んだ場合に限り、大学としては、全面的に、最大限の努力をさせ

ていただくという約束は、させていただきたいと思っています。よろしくご理解をい

ただきたいと思います。 

 

   ○委員 

ありがとうございました。大学で先生方にお話いただいており、内部で話題となっ

ているというお話を伺いましたので、何となく安心をしました。 

 

○議長 

ほかにございますでしょうか。 

    それでは、議事の２、施設・設備の整備方針につきましては、この方向で進めるこ

ととしてよろしいでしょうか。 

    

○一同 

異議なし 

 

   ○議長 

ありがとうございました。 

それでは、予定された議事につきましては、全て終了いたしました。 

その他等、何かございますか。事務局は何かありますか。（全委員、事務局なし） 

無いようでございますので、以上で議事を終了し、議長の任を解かせていただきま

す。ご協力ありがとうございました。 

 

 

※議事終了後、事務局から、次回の開催予定について連絡し、全委員により次のとおり

日時が確認された。 

 

・平成２４年度 第５回北部地域医療連携部会 

１ 日 時 平成２４年１０月１５日（月） 午後６時～ 

２ 場 所 市川三郷町役場１階会議室 

 

 

     

＜照会先＞ 

山梨県福祉保健部医務課 地域医療再生担当 

直通０５５－２２３－１４８３ 

    


